
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～高齢者を消費者被害から守るために～

　　　 

　☎　53-2211

　☎　55-2159

　☎　86-3340

　☎　56-5764

令和 3年度　6月号

　柴田町地域包括
　ケアネットワーク情報

２０２1．６．１８（金）
柴田町地域包括ｹｱﾈｯﾄﾜｰｸ連絡会事務局

柴田町地域包括支援センター

☎　　　８６－３３４０
FAX　  ８６－３３４１

　大河原警察署

　柴田町役場

　柴田町地域包括支援センター

　槻木地域包括支援センター

消費者ホットライン

☎188(局番無し)

喉にポリープができて

声が変わった。

会社の書類をなくした。

責任をとってお金を払

わないといけない。

病院で置き引きの

被害にあった。

バッグが無くなって

お金が必要だ。

お 金 が 必 要 だ と 言 わ れ た ら 、 注 意 が 必 要 で す 。

・「話をしない」、「1人で判断しない」ようにしましょう。

・「 家族と こまめな連絡をとること」は、詐欺被害を未然に

防ぐことにもつながります。


